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相模原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する 

基準を定める条例等の一部を改正する条例について 

相模原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 
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相模原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する 

基準を定める条例等の一部を改正する条例 

(相模原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正) 

第１条 相模原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例(平成２４年相模原市条例第８５号)の一部を次のように改正する。 

「 第４節 運営に関する基準(第５１条―第６０条) 

     第４章 認知症対応型通所介護         」 

「 第４節 運営に関する基準(第５１条―第６０条) 

第３章の２ 地域密着型通所介護 

  第１節 基本方針(第６０条の２) 

  第２節 人員に関する基準(第６０条の３・第６０条の４) 

  第３節 設備に関する基準(第６０条の５) 

  第４節 運営に関する基準(第６０条の６―第６０条の２０) 

  第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に 

関する基準 

    第１款 この節の趣旨及び基本方針(第６０条の２１・第６０条の２２) 

    第２款 人員に関する基準(第６０条の２３・第６０条の２４) 

    第３款 設備に関する基準(第６０条の２５・第６０条の２６) 

    第４款 運営に関する基準(第６０条の２７―第６０条の３８) 



 

第４章 認知症対応型通所介護                    」 

に改める。 

第１４条中「及び第６８条」を「、第６０条の６、第６０条の２８及び第６０

条の２９」に改める。 

第３０条第２項及び第５５条第２項中「この章」を「この節」に改める。 

第３章の次に次の１章を加える。 

第３章の２ 地域密着型通所介護 

     第１節 基本方針 

(基本方針) 

第６０条の２ 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下

「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合に

おいても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、

必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立

感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の

軽減を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

(従業者の員数) 

第６０条の３ 指定地域密着型通所介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型

通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定地域密着型通

所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第４節までに

おいて「地域密着型通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。 

（１）生活相談員 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指定地域密着

型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定地域密着型通

所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指

定地域密着型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１以

上確保されるために必要と認められる数 

（２）看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定地

域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に

当たる看護職員が１以上確保されるために必要と認められる数 

（３）介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通



 

所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定地域密着型通所介護

の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域

密着型通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」と

いう。)で除して得た数が利用者(当該指定地域密着型通所介護事業者が法第

１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業(地域における医

療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

(平成２６年法律第８３号)第５条による改正前の法第８条の２第７項に規定

する介護予防通所介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)に係

る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と

当該第１号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合

にあっては、当該事業所における指定地域密着型通所介護又は当該第１号通

所事業の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が１５人までの

場合にあっては１以上、１５人を超える場合にあっては１５人を超える部分

の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確保されるために必要と認めら

れる数 

（４）機能訓練指導員 １以上 

２ 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員(当該指定地域密着型通所介

護事業所において同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる

利用者の数の上限をいう。以下この節から第４節までにおいて同じ。)が１０

人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職

員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所

介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地

域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数

を提供単位時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる

数とすることができる。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、

第１項第３号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職

員又は介護職員。次項及び第７項において同じ。)を、常時１人以上当該指定

地域密着型通所介護に従事させなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障が

ない場合は、他の指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事するこ



 

とができるものとする。 

５ 前各項の指定地域密着型通所介護の単位は、指定地域密着型通所介護であっ

てその提供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

６ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定地域密着型通所介護

事業所の他の職務に従事することができるものとする。 

７ 第１項の生活相談員又は介護職員のうち１人以上は、常勤でなければならな

い。 

８ 指定地域密着型通所介護事業者が第１項第３号に規定する第１号通所事業に

係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と

当該第１号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に

ついては、市の定める当該第１号通所事業の人員に関する基準を満たすことを

もって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

(管理者) 

第６０条の４ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業

所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域

密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、暴力団員等又は暴力団員等と密

接な関係を有すると認められる者であってはならない。 

     第３節 設備に関する基準 

(設備及び備品等) 

第６０条の５ 指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、

相談室、便所、洗面設備及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害

に際して必要な設備並びに指定地域密着型通所介護の提供に必要なその他の設

備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

（１）食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合

計した面積は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするこ



 

と。 

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供

に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支

障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができ

る。 

（２）相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮され

ていること。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供す

るものでなければならない。ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護

の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第１項に掲げる設備

を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する

場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当

該指定地域密着型通所介護事業者に係る指定を行った市長に届け出るものとす

る。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者が第６０条の３第１項第３号に規定する第１

号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所

介護の事業と当該第１号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、市の定める当該第１号通所事業の設備に関する基準を

満たすことをもって、第１項から第３項までに規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

(心身の状況等の把握) 

第６０条の６ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提

供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担

当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健

医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

(利用料等の受領) 

第６０条の７ 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当

する指定地域密着型通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部

として、当該指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準



 

額から当該指定地域密着型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービ

ス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定

地域密着型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、

指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、

不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲

げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

（１）利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に

対して行う送迎に要する費用 

（２）指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介

護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内に

おいて、通常の指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用

基準額を超える費用 

（３）食事の提供に要する費用 

（４）おむつ代 

（５）前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において提供

される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であ

って、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによ

るものとする。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、第３項の費用の額に係るサービスの提供

に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

(指定地域密着型通所介護の基本取扱方針) 

第６０条の８ 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化

の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所介

護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針) 

第６０条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるもの



 

とする。 

（１）指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続する

ことができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用

者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。 

（２）指定地域密着型通所介護は、利用者１人１人の人格を尊重し、利用者がそ

れぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものと

する。 

（３）指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する地域

密着型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の

機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うも

のとする。 

（４）地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの

提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

（５）指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、

適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

（６）指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握

しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の

希望に添って適切に提供する。特に、認知症(法第５条の２に規定する認知

症をいう。以下同じ。)である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性

に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとする。 

(地域密着型通所介護計画の作成) 

第６０条の１０ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状

況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標

を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計

画を作成しなければならない。 

２ 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、

当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の作成

に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者

の同意を得なければならない。 



 

４ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画を作成

した際には、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所

介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。 

(管理者の責務) 

第６０条の１１ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着

型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込み

に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事

業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとす

る。 

(運営規程) 

第６０条の１２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めて

おかなければならない。 

（１）事業の目的及び運営の方針 

（２）従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３）営業日及び営業時間 

（４）指定地域密着型通所介護の利用定員 

（５）指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

（６）通常の事業の実施地域 

（７）サービス利用に当たっての留意事項 

（８）緊急時等における対応方法 

（９）非常災害対策 

（10）前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

(勤務体制の確保等) 

第６０条の１３ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地

域密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに従

業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、

当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型通所介護



 

を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業

務については、この限りでない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の資質の向上

のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

(定員の遵守) 

第６０条の１４ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域

密着型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得な

い事情がある場合は、この限りでない。 

(非常災害対策) 

第６０条の１５ 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計

画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定

期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行

わなければならない。 

(衛生管理等) 

第６０条の１６ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食

器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生

上必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所にお

いて感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

(地域との連携等) 

第６０条の１７ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の

提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は

当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援セ

ンターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成され

る協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね

６月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による

評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設

けなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等につい

ての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 



 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民

又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなけ

ればならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した

指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣

する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよ

う努めなければならない。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在す

る建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供

する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型

通所介護の提供を行うよう努めなければならない。 

(事故発生時の対応) 

第６０条の１８ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密

着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、

当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じなければならない。 

２  指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採っ

た処置について記録しなければならない。 

３  指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護

の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけ

ればならない。 

４  指定地域密着型通所介護事業者は、第６０条の５第４項の指定地域密着型通

所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第１項及び第２項

の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 

(記録の整備) 

第６０条の１９ 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会

計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２  指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護

の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間保存しなけ

ればならない。 

（１）地域密着型通所介護計画 



 

（２）次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

（３）次条において準用する第２８条に規定する市町村への通知に係る記録 

（４）次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（５）前条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての

記録 

（６）第６０条の１７第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

３ 前項の規定にかかわらず、指定地域密着型通所介護事業者は、同項第１号及

び第２号に規定する記録について、同項に規定する保存期間が介護給付費の受

領の日から５年に満たない場合は、当該介護給付費の受領の日から５年間これ

を保存しなければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、介護給付費の請求に関する次に掲げる記

録を、当該介護給付費の受領の日から５年間保存しなければならない。 

（１）第６０条の１３第１項に規定する勤務の体制に関する記録 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める記録 

(準用) 

第６０条の２０ 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、第４１条、第４３条及

び第５４条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この

場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは

「第６０条の１２に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と、第 

３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着

型通所介護従業者」と読み替えるものとする。 

     第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営

に関する基準 

      第１款 この節の趣旨及び基本方針 

(この節の趣旨) 

第６０条の２１ 第１節から第４節までの規定にかかわらず、指定療養通所介護

(指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末

期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを



 

対象者とし、第６０条の３１に規定する療養通所介護計画に基づき、入浴、排

せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。

以下同じ。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準につい

ては、この節に定めるところによる。 

(基本方針) 

第６０条の２２ 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合において

も、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な

日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解

消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を

図るものでなければならない。 

２  指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所介護事業者」とい

う。)は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当

該利用者の利用している訪問看護事業者(指定訪問看護事業者又は健康保険法

(大正１１年法律第７０号)第８８条第１項に規定する指定訪問看護事業者をい

う。以下この節において同じ。)等との密接な連携に努めなければならない。 

      第２款 人員に関する基準 

(従業者の員数) 

第６０条の２３ 指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定

療養通所介護事業所」という。)ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当

たる看護職員又は介護職員(以下この節において「療養通所介護従業者」とい

う。)の員数は、利用者の数が１．５に対し、提供時間帯を通じて専ら当該指

定療養通所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が１以上確保されるために

必要と認められる数以上とする。 

２  前項の療養通所介護従業者のうち１人以上は、常勤の看護師であって専ら指

定療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。 

(管理者) 

第６０条の２４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専

らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定療

養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の

他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事す



 

ることができるものとする。 

２  指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。 

３  指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を行うために

必要な知識及び技能を有する者でなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、暴力団員等又は暴力団員等と密接な関

係を有すると認められる者であってはならない。 

      第３款 設備に関する基準 

(利用定員) 

第６０条の２５ 指定療養通所介護事業所は、その利用定員(当該指定療養通所

介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用

者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を９人以下とする。 

(設備及び備品等) 

第６０条の２６ 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさ

わしい専用の部屋を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設

備並びに指定療養通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければなら

ない。 

２  前項に掲げる専用の部屋の面積は、６．４平方メートルに利用定員を乗じた

面積以上とする。 

３  第１項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するもの

でなければならない。ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障

がない場合は、この限りでない。 

４  前項ただし書の場合(指定療養通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用

し、夜間及び深夜に療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)に

は、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定療養通所介

護事業者に係る指定を行った市長に届け出るものとする。 

      第４款 運営に関する基準 

(内容及び手続の説明及び同意) 

第６０条の２７ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に

際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第６０条の３４に規定す

る運営規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第６０条の３２第１項

に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び第６０条の



 

３５第１項に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項で規則で定めるものを記

した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を

得なければならない。 

２  第９条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による文書の交付につい

て準用する。 

(心身の状況等の把握) 

第６０条の２８ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっ

ては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等

を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービ

ス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

２  指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応じた適切なサービスを提供で

きるよう、特に利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者

等との密接な連携を図り、利用者の心身の状況等の把握に努めなければならな

い。 

(指定居宅介護支援事業者等との連携) 

第６０条の２９ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護を提供するに当

たっては、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターその他保健医療サ

ービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２  指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否

について、主治の医師を含めたサービス担当者会議において検討するため、当

該利用者に係る指定居宅介護支援事業に対して必要な情報を提供するように努

めなければならない。 

３  指定療養通所介護事業者は、利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対して、

居宅サービス計画の作成及び変更等に必要な情報を提供するように努めなけれ

ばならない。 

４  指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の終了に際しては、利

用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定

居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

(指定療養通所介護の具体的取扱方針) 



 

第６０条の３０ 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとす

る。 

（１）指定療養通所介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する療養通所介

護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができ

るよう必要な援助を行うものとする。 

（２）療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧

に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等に

ついて、理解しやすいように説明を行うものとする。 

（３）指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な

介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

（４）指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービ

スを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護

事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての

情報の共有を十分に図るものとする。 

（５）指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、

相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添

って適切に提供するものとする。 

(療養通所介護計画の作成) 

第６０条の３１ 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希

望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成

するための具体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画を作成しな

ければならない。 

２  療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該

居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３  療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書(指定居宅サービス等基準条例第

７４条第１項に規定する訪問看護計画書又は指定訪問看護の事業の人員及び運

営に関する基準(平成１２年厚生省令第８０号)第１７条第１項に規定する訪問

看護計画書をいう。以下この節において同じ。)が作成されている場合は、当

該訪問看護計画書の内容との整合を図りつつ、作成しなければならない。 

４  指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に当たっては、

その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なけ



 

ればならない。 

５  指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画を作成した際には、

当該療養通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

６  療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介護計画に従

ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。 

(緊急時等の対応) 

第６０条の３２ 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護の提供を行

っているときに利用者の病状の急変が生じた場合等に備え、主治の医師ととも

に、その場合の対応策(以下この節において「緊急時等の対応策」という。)に

ついて利用者ごとに検討し、緊急時等の対応策をあらかじめ定めておかなけれ

ばならない。 

２  指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策について、利用者及びその家

族に対して十分に説明し、利用者及びその家族が安心してサービスを利用でき

るよう配慮しなければならない。 

３  療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利

用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、緊急時等の対応策に基づ

き、速やかに主治の医師又は第６０条の３５第１項に規定する緊急時対応医療

機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

４  指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密接な連携をとりながら、

利用者の状態の変化に応じて緊急時等の対応策の変更を行うものとする。 

５  第１項及び第２項の規定は、前項に規定する緊急時等の対応策の変更につい

て準用する。 

(管理者の責務) 

第６０条の３３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事

業所の従業者の管理及び指定療養通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の

実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２  指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応じた適切な

サービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者が利用する訪問

看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等について

の情報の共有を十分に行わなければならない。 

３  指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の提供に適切な環境



 

を整備しなければならない。 

４  指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の利用者個々の療養

通所介護計画の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。 

５  指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者

にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

(運営規程) 

第６０条の３４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに次

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければな

らない。 

（１）事業の目的及び運営の方針 

（２）従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３）営業日及び営業時間 

（４）指定療養通所介護の利用定員 

（５）指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

（６）通常の事業の実施地域 

（７）サービス利用に当たっての留意事項 

（８）非常災害対策 

（９）前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

(緊急時対応医療機関) 

第６０条の３５ 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるた

め、あらかじめ、緊急時対応医療機関を定めておかなければならない。 

２  緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し、又

は隣接し、若しくは近接していなければならない。 

３  指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るため、当該緊

急時対応医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておかなければな

らない。 

(安全・サービス提供管理委員会の設置) 

第６０条の３６ 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を

確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の

分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供

を確保するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理



 

委員会(次項において「委員会」という。)を設置しなければならない。 

２  指定療養通所介護事業者は、おおむね６月に１回以上委員会を開催すること

とし、事故事例等、安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、当該デー

タ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提

供を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成

しなければならない。 

３  指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に応じて対策

を講じなければならない。 

(記録の整備) 

第６０条の３７ 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関

する諸記録を整備しておかなければならない。 

２  指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関す

る次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間保存しなければならない。 

（１）療養通所介護計画 

（２）前条第２項に規定する検討の結果についての記録 

（３）次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

（４）次条において準用する第２８条に規定する市町村への通知に係る記録 

（５）次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（６）次条において準用する第６０条の１８第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 

（７）次条において準用する第６０条の１７第２項に規定する報告、評価、要望、

助言等の記録 

３ 前項の規定にかかわらず、指定療養通所介護事業者は、同項第１号及び第３

号に規定する記録について、同項に規定する保存期間が介護給付費の受領の日

から５年に満たない場合は、当該介護給付費の受領の日から５年間これを保存

しなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業者は、介護給付費の請求に関する次に掲げる記録を、

当該介護給付費の受領の日から５年間保存しなければならない。 

（１）次条において準用する第６０条の１３第１項に規定する勤務の体制に関す

る記録 



 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める記録 

(準用) 

第６０条の３８ 第１０条から第１３条まで、第１６条から第１８条まで、第 

２０条、第２２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、第４１条、第４３

条、第６０条の７(第３項第２号を除く。)、第６０条の８及び第６０条の１３

から第６０条の１８までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。

この場合において、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「療養通所介護従業者」と、第６０条の１３第３項中「地域密着型

通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第６０条の１７第１

項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介

護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「１２月」と、同条第３

項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第

６０条の１８第４項中「第６０条の５第４項」とあるのは「第６０条の２６第

４項」と読み替えるものとする。 

第６１条中「（法第５条の２に規定する認知症をいう。以下同じ。）」を削る。 

第６８条及び第６９条を次のように改める。 

第６８条及び第６９条 削除 

第７０条第２項中「指定認知症対応型通所介護事業者」の次に「(単独型・併

設型指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業

者をいう。以下同じ。)」を加える。 

第７３条を次のように改める。 

第７３条 削除 

第７４条第４号中「。第７６条において同じ」を削る。 

第７５条から第７９条までを次のように改める。 

第７５条から第７９条まで 削除 

第７９条の２を削る。 

第８０条第２項第５号中「前条第２項」を「次条において準用する第６０条の

１８第２項」に改め、同項に次の１号を加える。 

（６）次条において準用する第６０条の１７第２項に規定する報告、評価、要望、

助言等の記録 

第８１条中「及び第５４条」を「、第５４条、第６０条の６、第６０条の７、



 

第６０条の１１及び第６０条の１３から第６０条の１８まで」に、「読み替え

る」を「、第６０条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と、第６０条

の１８第４項中「第６０条の５第４項」とあるのは「第６４条第４項」と読み替

える」に改める。 

第１０６条を次のように改める。 

第１０６条 削除 

第１０８条第２項第８号中「第１０６条第２項」を「次条において準用する第

６０条の１７第２項」に改める。 

第１０９条中「第７３条、第７５条及び第７８条」を「第６０条の１１、第 

６０条の１３、第６０条の１６及び第６０条の１７」に、「第７３条第２項」を

「第６０条の１１第２項」に、「第７５条第３項中「認知症対応型通所介護従業

者」」を「第６０条の１３第３項中「地域密着型通所介護従業者」」に、「読み替

える」を「、第６０条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有す

る者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「６

月」とあるのは「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サ

ービスの提供回数等の活動状況」と読み替える」に改める。 

第１２８条第２項第７号中「第１０６条第２項」を「第６０条の１７第２項」

に改める。 

第１２９条中「第７３条、第７８条」を「第６０条の１１、第６０条の１６、

第６０条の１７第１項から第４項まで」に、「、第１０５条及び第１０６条第１

項から第４項まで」を「及び第１０５条」に、「第７３条第２項」を「第６０条

の１１第２項」に改め、「「第６章第４節」と」の次に「、第６０条の１７第１項

中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共

同生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と」を加

え、「第１０６条第１項中「小規模多機能型居宅介護について」とあるのは「認

知症対応型共同生活介護について」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供

回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」」を「第１０３条中「指定小規模多

機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」」

に改める。 

第１４９条第２項第８号中「第１０６条第２項」を「第６０条の１７第２項」



 

に改める。 

第１５０条中「第７３条、第７７条、第７８条、第１００条及び第１０６条第

１項から第４項まで」を「第６０条の１１、第６０条の１５、第６０条の１６、

第６０条の１７第１項から第４項まで及び第１００条」に、「第７３条第２項」

を「第６０条の１１第２項」に、「第１００条中「小規模多機能型居宅介護従業

者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第１０６条第１項中「小規模

多機能型居宅介護について」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護に

ついて」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とある

のは「活動状況」」を「第６０条の１７第１項中「地域密着型通所介護について

知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見

を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」」に改める。 

第１５２条第１３項中「指定短期入所生活介護事業所等」の次に「、指定地域

密着型通所介護事業所」を加える。 

第１７７条第２項第７号中「第１０６条第２項」を「第６０条の１７第２項」

に改める。 

第１７８条中「第７３条、第７７条、第１０６条第１項から第４項まで」を

「第６０条の１１、第６０条の１５及び第６０条の１７第１項から第４項まで」

に、「第７３条第２項」を「第６０条の１１第２項」に、「第１０６条第１項中

「小規模多機能型居宅介護について」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護について」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の

活動状況」とあるのは「活動状況」」を「第６０条の１７第１項中「地域密着型

通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」」に改める。 

第１９０条中「第７３条、第７７条、第１０６条第１項から第４項まで」を

「第６０条の１１、第６０条の１５、第６０条の１７第１項から第４項まで」に、

「第７３条第２項」を「第６０条の１１第２項」に、「第１０６条第１項中「小

規模多機能型居宅介護について」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護について」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動

状況」とあるのは「活動状況」」を「第６０条の１７第１項中「地域密着型通所

介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」」に改める。 



 

第２０２条第２項第１０号中「第１０６条第２項」を「第６０条の１７第２

項」に改める。 

第２０３条中「第７３条、第７５条、第７８条」を「第６０条の１１、第６０

条の１３、第６０条の１６、第６０条の１７」に、「及び第１０１条から第 

１０７条まで」を「、第１０１条から第１０５条まで及び第１０７条」に、「「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあり、第７５条第３項中「認知症対

応型通所介護従業者」とあり、並びに」を「「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第６０条の 

１１第２項中「この節」とあるのは「第９章第４節」と、第６０条の１３中「地

域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、

第６０条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とある

のは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「６月」とあ

るのは「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの

提供回数等の活動状況」と、」に改める。 

(相模原市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正) 

第２条 相模原市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

(平成２４年相模原市条例第７９号)の一部を次のように改正する。 

  第４６条第１２項中「「指定地域密着型サービス基準条例」という。)」の次に

「第６０条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しくは指定地

域密着型サービス基準条例」を加える。 

(相模原市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正) 

第３条 相模原市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例(平成２４年相模原市条例第８１号)の一部を次のように改正する。 

     「第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び 

運営に関する基準 

       第１款 この節の趣旨及び基本方針(第１１４条・第１１５条) 

       第２款 人員に関する基準(第１１６条・第１１７条) 

       第３款 設備に関する基準(第１１８条・第１１９条) 

       第４款 運営に関する基準(第１２０条―第１３１条)     」 

目次中 



 

を「第５節 削除」に改める。 

第１００条第１項第３号中「(次項において「提供単位時間数」という。)」を

削り、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項第３号」を「前項第３号」に改

め、「(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。

次項及び第７項において同じ。)」を削り、同項を同条第２項とし、同条第４項

中「及び第２項」を削り、同項を同条第３項とし、同条第５項中「前各項」を

「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、同条中第６項を第５項とし、第７項

を第６項とし、第８項を第７項とする。 

第１０２条第２項第１号ア中「利用定員」を「当該指定通所介護事業所の利用

定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けること

ができる利用者の数の上限をいう。次節において同じ。)」に改める。 

第７章第５節を次のように改める。 

 第５節 削除 

第１１４条から第１３１条まで 削除 

第１３２条第１項第３号中「（次項において「提供単位時間数」という。）」を

削り、「この条」の次に「及び第１３４条」を加え、同条第２項を削り、同条第

３項中「第１項第３号」を「前項第３号」に改め、「(前項の規定の適用を受け

る場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項において同じ。）」を削り、

同項を同条第２項とし、同条第４項中「及び第２項」を削り、同項を同条第３項

とし、同条第５項中「前各項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、同

条中第６項を第５項とし、第７項を第６項とする。 

第１３４条第２項第１号ア中「利用定員」を「当該基準該当通所介護事業所の

利用定員(当該基準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提供

を受けることができる利用者の数の上限をいう。)」に改める。 

第１８２条中「、指定通所介護事業所」の次に「、指定地域密着型通所介護事

業所(指定地域密着型サービス基準条例第６０条の３第１項に規定する指定地域

密着型通所介護事業所をいう。)」を加える。 

第２４６条第３項中「指定福祉用具貸与」の次に「、指定地域密着型サービス

基準条例第６０条の２に規定する指定地域密着型通所介護」を加え、同条第４項

中「指定訪問介護、指定訪問看護及び指定通所介護」を「次に掲げる事業」に改

め、同項に次の各号を加える。 



 

（１）指定訪問介護 

（２）指定訪問看護 

（３）指定通所介護又は指定地域密着型通所介護 

(相模原市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部改正) 

第４条 相模原市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例(平成２４年相模原市条例第８６号)の一部を次のように改正する。 

第２３３条第２項中「指定居宅サービス事業者をいう。)」の次に「、指定地域密

着型サービス事業者(法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業

者をいう。)」を加え、同条第３項中「指定通所介護をいう。以下同じ。)」の次に

「、指定地域密着型通所介護(相模原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例(平成２４年相模原市条例第８５号)第６０条の

２に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)」を加え、同条第４

項第２号中「指定通所介護」の次に「若しくは指定地域密着型通所介護」を加える。 

(相模原市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一

部を改正する条例附則第５項の規定によりなお効力を有するものとされた同条例

第７条による改正前の相模原市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部改正) 

第５条 相模原市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等

の一部を改正する条例(平成２７年相模原市条例第１７号)附則第５項の規定によ

りなお効力を有するものとされた同条例第７条による改正前の相模原市指定介護

予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を次の

ように改正する。 

第９８条第１項第３号中「指定通所介護事業者をいう。以下同じ。」を「指定

通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サ

ービス基準条例第６０条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業者を

いう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。」に、「指定通所介護をいう。以



 

下同じ。」を「指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密

着型サービス基準条例第６０条の２に規定する指定地域密着型通所介護をい

う。)(以下「指定通所介護等」という。」に、「指定通所介護の」を「指定通所介

護等の」に改め、同条第８項中「指定通所介護事業者」を「指定通所介護事業者

等」に、「指定通所介護の」を「指定通所介護等の」に、「第７項まで」を「第６

項まで又は指定地域密着型サービス基準条例第６０条の３第１項から第７項ま

で」に改める。 

第１００条第５項中「指定通所介護事業者」を「指定通所介護事業者等」に、

「指定通所介護の」を「指定通所介護等の」に改め、「第１０２条第１項から第

３項まで」の次に「又は指定地域密着型サービス基準条例第６０条の５第１項か

ら第３項まで」を加える。 

第１１３条第７項中「第６項」を「第５項」に改める。 

(相模原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部改正) 

第６条 相模原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例(平成２４年相模原市条例第８７号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第３９条中第２項を第４項とし、第１項を第３項とし、同項の前に次の２項を

加える。 

 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の

職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄

する地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応型通所介護について知

見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会

議」という。)を設置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会議に対し活動

状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から

必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助

言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 



 

第３９条に次の１項を加える。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護

予防認知症対応型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以

外の者に対しても指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行うよう努めな

ければならない。 

第４０条第２項に次の１号を加える。 

（６）前条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

第６３条を次のように改める。 

第６３条 削除 

第６５条第２項第８号中「第６３条第２項」を「次条において準用する第３９

条第２項」に改める。 

第６６条中「、第３８条」を「から第３９条まで」に、「読み替える」を「、

第３９条第１項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」と

あるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「６

月」とあるのは「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サ

ービスの提供回数等の活動状況」と読み替える」に改める。 

第８６条第２項第７号中「第６３条第２項」を「第３９条第２項」に改める。 

第８７条中「、第３８条」を「から第３９条まで」に、「、第６２条及び第 

６３条」を「及び第６２条」に改め、「第３２条中「介護予防認知症対応型通所

介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、」の次に「第３９条第１項中「介護

予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知

症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２

月」と、」を加え、「と、第６３条第１項中「介護予防小規模多機能型居宅介護

について」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について」と、「通

いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状

況」」を削る。 

 (相模原市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正) 

第７条 相模原市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例(平成２４年相模原市条例第６６号)の一部を次のように改正す 



 

る。 

  第９６条第１号中「以下同じ。)であって」を「)又は指定地域密着型通所介護

事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成

１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着型サービス基準省令」とい

う。)第２０条第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下

「指定通所介護事業者等」という。)であって」に、「以下同じ。)を提供する」

を「)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準省令第１９条に

規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)

を提供する」に改め、同条第２号中「以下同じ。)の食堂」を「)又は指定地域密

着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準省令第２０条第１項に規定す

る指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」とい

う。)の食堂」に改め、「第９５条第２項第１号」の次に「又は指定地域密着型サ

ービス基準省令第２２条第２項第１号」を加え、「指定通所介護の」を「指定通

所介護等の」に改め、同条第３号中「指定通所介護事業所」を「指定通所介護事

業所等」に、「指定通所介護の」を「指定通所介護等の」に改める。 

  第９７条中「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準(平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着型サービス基準省

令」という。)」を「指定地域密着型サービス基準省令」に改める。 

  第１５０条及び第１６０条中「指定通所介護事業者」を「指定通所介護事業者

等」に、「指定通所介護を」を「指定通所介護等を」に、「指定通所介護事業所」

を「指定通所介護事業所等」に、「指定通所介護の」を「指定通所介護等の」に

改める。 

(相模原市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正) 

第８条 相模原市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例(平成２４年相模原市条例第７３号)の一部を次のように改正する。 

  第６１条の見出し中「指定通所介護事業所」を「指定通所介護事業所等」に改

め、同条各号列記以外の部分中「指定通所介護事業者をいう。)」の次に「又は

指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準(平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着型

サービス基準省令」という。)第２０条第１項に規定する指定地域密着型通所介



 

護事業者をいう。)」を加え、「以下同じ。)を提供する」を「)又は指定地域密着

型通所介護(指定地域密着型サービス基準省令第１９条に規定する指定地域密着

型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)を提供する」に、「当該

指定通所介護を」を「当該指定通所介護等を」に、「指定通所介護事業所をいう。

以下同じ。）」を「指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事

業所(指定地域密着型サービス基準省令第２０条第１項に規定する指定地域密着

型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。）」に、「当

該指定通所介護事業所」を「当該指定通所介護事業所等」に改め、同条第１号中

「当該指定通所介護事業所」を「当該指定通所介護事業所等」に改め、「機能訓

練室」の次に「（指定居宅サービス等基準省令第９５条第２項第１号又は指定地

域密着型サービス基準省令第２２条第２項第１号に規定する食堂及び機能訓練室

をいう。）」を加え、「指定通所介護の」を「指定通所介護等の」に、「指定通所介

護を」を「指定通所介護等を」に改め、同条第２号中「当該指定通所介護事業

所」を「当該指定通所介護事業所等」に、「指定通所介護の」を「指定通所介護

等の」に、「指定通所介護を」を「指定通所介護等を」に改め、同条第３号中

「指定通所介護」を「指定通所介護等」に改める。 

    第６１条の２中「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準(平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着型サービス基準

省令」という。）」を「指定地域密着型サービス基準省令」に改める。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律(平成２６年法律第８３号。以下「整備法」という。)附則第２０条

第１項に規定する通所介護の事業を行う者が、整備法附則第１条第６号に掲げる

規定の施行の日の前日までに、厚生労働省令で定める別段の申出を行った上で、

この条例の施行の日から相模原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例(以下「指定地域密着型サービス基準条例」と

いう。)第８３条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事

業所における事業を開始する場合は、平成３０年３月３１日までの間、指定地域



 

密着型サービス基準条例第８７条第１項に規定する宿泊室を設けないことができ

る。 

３ 整備法附則第２０条第１項に規定する通所介護の事業を行う者が、整備法附則

第１条第６号に掲げる規定の施行の日の前日までに、厚生労働省令で定める別段

の申出を行った上で、この条例の施行の日から相模原市指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(以下「指

定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第４５条第７項に規定する

サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における事業を開始す

る場合は、平成３０年３月３１日までの間、指定地域密着型介護予防サービス基

準条例第４９条第１項に規定する宿泊室を設けないことができる。 

 (相模原市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一

部を改正する条例の一部改正) 

４ 相模原市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一

部を改正する条例の一部を次のように改正する。 

附則第６項の表第９８条第１項第３号の項中「指定通所介護事業者をいう。以

下同じ。」を「指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者

(指定地域密着型サービス基準条例第６０条の３第１項に規定する指定地域密着

型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。」に、「指定

通所介護をいう。以下同じ。」を「指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通

所介護(指定地域密着型サービス基準条例第６０条の２に規定する指定地域密着

型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。」に、「又は指定通所介

護」を「又は指定通所介護等」に改め、同表第９８条第８項の項中「指定通所介

護事業者」を「指定通所介護事業者等」に、「指定通所介護の」を「指定通所介

護等の」に、「第７項まで」を「第６項まで又は指定地域密着型サービス基準条

例第６０条の３第１項から第７項まで」に改め、同表第１００条第５項の項中

「指定通所介護事業者」を「指定通所介護事業者等」に、「指定通所介護の」を

「指定通所介護等の」に改め、「第１０２条第１項から第３項まで」の次に「又

は指定地域密着型サービス基準条例第６０条の５第１項から第３項まで」を加える。 

附則第７項の表第１１３条第７項の項中「第６項」を「第５項」に改める。 

 



 

提案の理由 

  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正

する省令(平成２８年厚生労働省令第１４号)による関係省令の改正に伴う本市の

地域密着型サービス、特別養護老人ホーム、居宅サービス、障害福祉サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正その他所要の改正をいたしたく

提案するものである。 



 

議案第６２号関係資料 

 

相模原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する 

基準を定める条例等の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）相模原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正(第１条関係) 

ア 利用定員１８人以下の指定通所介護及び指定療養通所介護が地域密着型サ

ービスへ移行することに伴い、指定地域密着型通所介護及び指定療養通所介

護に係る基準として、従来の指定通所介護及び指定療養通所介護と同様の基

準を追加するとともに、運営推進会議の設置の義務付けに係る規定を追加す

るもの 

イ 指定認知症対応型通所介護事業者による運営推進会議の設置の義務付けに

係る規定を追加するもの 

※ 指定地域密着型通所介護(平成２８年４月 1 日新設) 

利用定員１８人以下の事業所で、食事、入浴等の日常生活上の支援や機

能訓練を日帰りで提供するサービスをいう。 

※ 指定通所介護 

  要介護認定を受けた者を対象に、食事、入浴等の日常生活上の支援や機

能訓練を日帰りで提供するサービスをいう。 

※ 指定療養通所介護 

  難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者で、常時看護師による観

察が必要なものを対象に、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話や機

能訓練を日帰りで提供する利用定員９人以下の指定通所介護をいう。 

※ 運営推進会議 

利用者、利用者の家族、地域住民の代表者(自治会長、民生委員等)、市職

員、地域包括支援センター職員等で構成され、事業所の運営に対する評価を

受け、要望、助言等を聴くことにより、地域との連携やサービスの質の確保

を図ることを目的として、事業者が設置する協議会をいう。 

※ 指定認知症対応型通所介護事業者 



 

要介護認定を受けた認知症の利用者を対象に、食事、入浴等の日常生活

上の支援や機能訓練を日帰りで提供する事業者をいう。 

（２）相模原市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正(第２条関係) 

一定の要件の下で職員を置かないことができるという人員基準の緩和の対象

となる地域密着型特別養護老人ホームの併設事業所への指定地域密着型通所介

護事業所の追加をするもの 

※ 地域密着型特別養護老人ホーム 

入所定員２９人以下の特別養護老人ホームをいう。 

（３）相模原市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正(第３条関係) 

ア 指定療養通所介護が地域密着型サービスへ移行することに伴う基準の削除

をするもの 

イ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護において利用できる外部

サービスへの指定地域密着型通所介護の追加をするもの 

※ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護 

別の事業所が提供する外部サービスを利用した指定特定施設入居者生活

介護をいう。 

※ 指定特定施設入居者生活介護 

有料老人ホーム等に入居する利用者(要介護認定)が入浴、排せつ、食事

等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を受ける

サービスをいう。 

（４）相模原市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部改正(第４条関係) 

外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護において利用でき

る外部サービスへの指定地域密着型通所介護の追加をするもの 

 

 

 

※ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護 

別の事業所が提供する外部サービスを利用した指定介護予防特定施設入

居者生活介護をいう。 

※ 指定介護予防特定施設入居者生活介護 

 



 

有料老人ホーム等に入居する利用者(要支援認定)が入浴、排せつ、食事

等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を受ける

サービスをいう。 

（５）相模原市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例附則第５項の規定によりなお効力を有するものとされた同

条例第７条による改正前の相模原市指定介護予防サービス等の事業の人員、設

備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例の一部改正(第５条関係) 

利用定員１８人以下の指定通所介護及び指定療養通所介護の地域密着型サー

ビスへの移行に伴い、相模原市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基

準を定める条例等の一部を改正する条例(平成２７年相模原市条例第１７号)附

則第５項の規定によりなお効力を有するものとされた同条例第７条による改正

前の相模原市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例(平成２４年相模原市条例第８６号)の一部を改正するもの 

（６）相模原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部改正(第６条関係) 

指定介護予防認知症対応型通所介護事業者による運営推進会議の設置の義務

付けに係る規定を追加するもの 

※ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者 

要支援認定を受けた認知症の利用者を対象に、食事、入浴等の日常生活

上の世話や機能訓練を日帰りで提供する事業者をいう。 

（７）相模原市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正(第７条関係) 

指定地域密着型通所介護事業者を基準該当生活介護等を行う事業者に追加す

るもの 

※ 基準該当生活介護等 

基準該当生活介護及び基準該当自立訓練(機能訓練・生活訓練)をいう。 

※ 生活介護 

施設等において、入浴、排せつ、食事等の介護その他必要な援助を要す



 

る利用者に、日常生活上の支援及び創作的活動の機会を提供するサービス

をいう。 

※ 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 

自立した日常生活又は社会生活を営むため、一定期間、身体機能又は生

活能力の向上のために必要な訓練を行うサービスをいう。 

（８）相模原市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正(第８条関係) 

指定地域密着型通所介護事業者を基準該当児童発達支援等を行う事業者に追

加するもの 

※ 基準該当児童発達支援等 

基準該当児童発達支援及び基準該当放課後等デイサービスをいう。 

※ 児童発達支援 

未就学児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識及び技

能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な訓練を行うサービスをい

う。 

※ 放課後等デイサービス 

就学児に対して、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の

促進その他必要な支援を行うサービスをいう。 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

ア 附則第２項関係 

利用定員１８人以下の指定通所介護事業所からサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所に移行する場合に、一定の期間、宿泊室を設けないこ

とができることとするもの 

イ 附則第３項関係 

利用定員１８人以下の指定通所介護事業所からサテライト型指定介護予 

防小規模多機能型居宅介護事業所に移行する場合に、一定の期間、宿泊室を

設けないことができることとするもの 

※ サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所 



 

小規模多機能型居宅介護事業所(本体事業所)の出張所的機能を持って設

けられる事業所(サテライト型事業所)をいう。 

※ 小規模多機能型居宅介護 

利用者(要介護認定)が可能な限り自立した日常生活を送ることができる

よう、利用者の選択に応じて、施設への通いを中心として、短期間の宿泊

及び利用者の自宅への訪問を組み合わせ、家庭的な環境及び地域住民との

交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機

能訓練を受けるサービスをいう。 

※ サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(本体事業所)の出張所的機能を

持って設けられる事業所(サテライト型事業所)をいう。 

※ 介護予防小規模多機能型居宅介護 

利用者(要支援認定)が可能な限り自立した日常生活を送ることができる

よう、利用者の選択に応じて、施設への通いを中心として、短期間の宿泊

及び利用者の自宅への訪問を組み合わせ、家庭的な環境及び地域住民との

交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機

能訓練を受けるサービスをいう。 

 



 

議案第６３号 

 

相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を 

改正する条例について 

相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する

条例を次のように制定する。 

 

平成２８年２月２２日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を 

改正する条例 

相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成４年相模原

市条例第１５号)の一部を次のように改正する。 

第４条第３項に次の１号を加える。 

（９）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成２７年法律第５３

号)第３２条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築

物の床面積のうち、同法第３０条第１項第１号に掲げる基準に適合させるた

めの措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合に

おける建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成２８年

政令第８号)第３条に定める床面積 

別表第１に次のように加える。 

３９ 

横山南部３・５丁

目地区地区整備計

画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された

相模原都市計画横山南部３・５丁目地区地区計画に

おいて地区整備計画が定められている区域 

別表第２に次のように加える。 

３９ 横山南部３・５丁目地区地区整備計画区域 

計 画 地 区 住宅系地区 沿道系地区 商業系地区 

  次に掲げる建築 （１）法別表第 （１）法別表第 

  物以外の建築物 ２(い)項第 ２(い)項第



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）法別表第

２(い)項第

１号、第６

号、第８号

及び第９号

に掲げるも

の 

（２）法別表第

２(い)項第

２号に掲げ

るもの(政令

第１３０条

の３第１号

及び第７号

に掲げるも

のに限る。) 

（３）法別表第

２(い)項第

３号に掲げ

るもの(共同

住宅にあっ

ては、各住

戸の床面積

が２５平方

メートル以

上のものに

限る。) 

（４）法別表第

２(い)項第

４号に掲げ

るもの(図書

３号に掲げ

る建築物(共

同住宅に限

る。)で、各

住戸の床面

積が２５平

方メートル

未満のもの 

（２）法別表第

２(い)項第

７号に掲げ

る建築物 

（３）法別表第

２(に)項第

３号から第

６号までに

掲げる建築

物 

（４）法別表第

２(ほ)項第

２号及び第

３号に掲げ

る建築物 

（５）店舗、飲

食店その他

これらに類

する用途に

供するもの

のうち政令

第１３０条

の５の３各

３号に掲げ

る建築物(共

同住宅に限

る。)で、各

住戸の床面

積が２５平

方メートル

未満のもの 

（２）法別表第

２(い)項第

７号に掲げ

る建築物 

（３）法別表第

２(に)項第

３ 号 から 第

６ 号 まで に

掲 げ る建 築

物 

（４）法別表第

２(ほ)項第

２号及び第

３号に掲げ

る建築物 

（５）法別表第

２(へ)項第

２ 号 に掲 げ

る 建 築 物

（ 原 動機 を

使 用 する パ

ン 屋 、 米

屋 、 豆 腐



 

 

 

 

 

（１） 

 

 

 

 

 

建築してはならな

い建築物 

館その他こ

れに類する

も の に 限

る。) 

（５）法別表第

２(は)項第

３号に掲げ

るもの 

（６）店舗、飲

食 店 そ の 他

こ れ ら に 類

す る 用 途 に

供 す る も の

の う ち 政 令

第 １ ３ ０ 条

の ５ の ３ 各

号 に 掲 げ る

も の で 、 そ

の 用 途 に 供

す る 部 分 の

床 面 積 の 合

計 が ２ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル(飲食店に

あ っ て は 、

１ ０ ０ 平 方

メートル)以

内 の も の

（ ３ 階 以 上

の 部 分 を そ

の 用 途 に 供

号に掲げる

建築物で、

その用途に

供する部分

の床面積の

合計が２００

平方メート

ル以内のも

の(２階以下

の部分をそ

の用途に供

するものを

除く。) 

屋 、 菓子 屋

そ の 他こ れ

ら に 類す る

食 品 製造 業

(食品加工業

を含む。)又

は ク リー ニ

ン グ 業の 用

途 に 供す る

建 築 物を 除

く。） 

（６）法別表第

２(へ)項第

３ 号 から 第

５ 号 まで に

掲 げ る建 築

物 

（７）法別表第

２(と)項第

３号に掲げ

る建築物(同

号(５)に掲

げる事業(裁

縫及び編物

に限る。)又

は 同 号 (１

２)に掲げる

事業の用途

に供する建

築 物 を 除

く。) 



 

す る も の を

除く。） 

（７）前各号に

掲げるもの

に附属する 

  もの   

（２）
建築物の容積率

の最高限度 
 

（３）
建築物の建ぺい

率の最高限度 
 

（４）
建築物の敷地面

積の最低限度 

１２０平方メートル。ただし、公

衆便所、巡査派出所その他これら

に類する公益上必要な建築物の敷

地として使用するものについて

は、この限りでない。 

１００平方メー

トル。ただし、

公衆便所、巡査

派出所その他こ

れらに類する公

益上必要な建築

物の敷地として

使用するものに

ついては、この

限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）

 

 

 

 

 

壁 

面 

の 

位 

置 

の 

（ア） 距 離 
道路境界線及び隣地境界線までの

場合にあっては、０．８メートル 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）

 

 

 

 

 

 

適用除外 

の建築物 

（１）相模原都市計画地区計画の

決定について(平成２８年相模

原告示第●●号)の告示の日に

おいて、現に建築物の敷地と

して使用されている土地で

(４)項の規定に適合しないも

の又は現に存する所有権その

他の権利に基づいて建築物の

敷地として使用するならば同

 

 



 

制 

限 

項の規定に適合しないことと

なる土地について、その全部

を一の敷地として使用するも

の 

（２）物置、車庫その他これらに

類する用途に供する建築物

で、高さが３メートル以下

で、かつ、軒の高さが２．３

メートル以下であるもの 

（６）
建築物の高さの

最高限度 

１１メートル。ただし、相模原都

市計画地区計画の決定について

(平成２８年相模原告示第●●号)

の告示の日において、現に存する

建築物又は現に建築、修繕若しく

は模様替の工事中の建築物の敷地

の全部を一の敷地として使用する

場合(道路、公園その他これらに

類する公共施設の用に供した場合

を除く。)で、当該告示の日にお

けるこれらの建築物の高さ(工事

中の建築物にあっては、完成時の

高さ)を超えない範囲で建築物を

建築するときは、適用しない。 

１６メートル 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条第３項に１号を加える改正

規定は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

提案の理由 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成２７年法律第５３号)の

施行に伴い、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積の一

部を建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととする規定及

び建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)第６８条の２第１項の規定に基づき、



 

適正な都市機能及び健全な都市環境を確保するため、横山南部３・５丁目地区の

地区整備計画の区域内における建築物の制限に係る規定の追加をいたしたく提案

するものである。 

 



議案第６３号関係資料 

 
 

案 内 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横山南部３・５丁目地区 

住宅系地区 

沿道系地区 

商業系地区 

星が丘(４) 

横山(６) 

横山(３) 

横山(４) 

横山(１) 

県立相模原高校  

横山台(２) 

上溝(５) 

横山公園  

星が丘(１) 

横山(５) 

上溝(４) 

横山台(１) 

中央(５) 

横山(２) 

小町通(１) 

上溝中学校  


